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岡
山
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
条
例
第
四
十
一
号

岡
山
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岡
山
県
議
会
委
員
会
条
例
（
平
成
四
年
岡
山
県
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
中
「
教
育
委
員
会
の
委
員
長
」
を
「
教
育
委
員
会
の
教
育
長
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

二
十
六
年
法
律
第
七
十
六
号
）
附
則
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
任
期
が
満
了
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
条
例
に

よ
る
改
正
前
の
第
十
七
条
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
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（
解

説
）

岡
山
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

◎

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
及
び
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
鑑
み
、
委
員
会

へ
の
出
席
説
明
の
要
求
に
関
す
る
規
定
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。
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